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トリガー情報

行政機関 本部活動 避難支援

水防・救助

住民に取って
ほしい行動

判断・支援 指示・調整
情報伝達・
本部対応

救出救護 要支援者対応

須坂市 区長（本部長） 情報連絡班
給食・給水班

救出・救護班
（保健補導員・分館主
事）

避難誘導班
（隣組長・民生委員・
安協村山正副分会
長）

水防消火班（土木部）
消防団

1
注意
を

向ける
（3～５
日前）

台風の接近
早期注意情報【中】
以上の発表

• 台風情報の確認

2
対応
方針
を決
める
（2日
前）

台風の接近
長野県気象情報で
北部・中部に、48
時間以内に多いと
ころで150ミリ程
度の雨量が予想
（流域警戒ステージ
2移行の連絡）

• 持ち出し品等の準備
• 支援者への連絡（要支
援者）

• 1人暮らしの高齢者は
組長にあらかじめ避難
先を伝えておく

3
対応
開始
（1日前
～
当日）

39時間先流域平
均雨量予測結果
（流域警戒ステージ
3移行の連絡）

• 自宅の浸水対策の実施
• 低い場所にある家財の
移動

市による自主避難
所開設の情報
（避難情報の予告）

4
避難
実施
（当日）

高齢者等避難

避難指示 • 避難開始

5
避難
徹底
（発災）

緊急安全確保 • 避難の徹底（避難先連
絡票の活用）

• 外への避難が難しい場
合は自宅等の高い場所
へ退避

各班長等は区長よりステージの情報を得て
危機感を共有し、連絡体制を確保する

•千曲川流域警戒ステー
ジを伝達

•班長は組内に連絡し、
所在確認を行う

支援活動を終了し、全員避難を徹底。
避難情報解除まで戻らない。

•全住民に避難指示、地
区内での支援終了を
伝達

•避難指示発令の伝達

•組長・各班長にステー
ジ１を伝達

•天気予報等で長野県
への影響を確認

•対策本部で状況を報
告し、安否情報集計表
を配布

•情報連絡班は避難開
始をスピーカー及び
LINEオープンチャット
で周知（高齢者等避難、
その他市からの情報）

•組長・各班長に高齢者
等避難発令、その他市
からの情報を伝達

•高齢者等避難発令の
伝達

•対策本部の移転準備
を指示

•情報連絡班は避難指
示周知
※半鐘を乱打して支援
終了を知らせる

•組長・各班長へ避難指
示発令、その他市から
の情報を伝達

•区長は班長・自主避難
者からの報告を対策
本部でまとめ、市へ状
況を報告

•電話で要支援者へ自
主避難所開設の連絡
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•スピーカー及びLINE
オープンチャットで避
難指示を周知

•千曲川流域警戒ステー
ジを伝達

•組長・各班長にステー
ジ2を伝達

•各班長に台風対策会
議開催の指示・連絡

•各班長・役員は公会堂へ集合し、台風対策会議へ参加する

要支援者対応
情報の流れ

•千曲川流域警戒ステー
ジを伝達

•組長・各班長にステー
ジ３、市からの情報（河
川状況等）を伝達

•情報連絡班はスピー
カー及びLINEオープ
ンチャットで周知
（ステージ３、河川情報等）

•自主避難所開設の連
絡（避難情報の予告）

•組長・各班長に自主避
難所開設・避難情報予
告、その他市からの情
報を伝達

•公会堂に対策本部設
置、各班長に集合指示

•情報連絡班は自主避
難所開設、対策本部設
置をスピーカー及び
LINEオープンチャット
で周知（避難情報の予
告、その他市からの情
報）

•自主避難の開始
（1人暮らし高齢者や小さ
な子どものいる家庭は先
行避難）
•自主避難者は組長へ避
難先・人数を伝達

•土木部に排水機場の
稼働予定を伝達

•スピーカー及びLINE
オープンチャット(村山
町)で伝達

•土木部を中心に水門
の開け閉めを行う

•地域見守り安心ネット
ワークの安否情報集計
表へ記録（2枚中1枚
は統括本部へ）

避難誘導班（組長）
•組長から組内の要支
援者に連絡し、行動を
確認（連絡が取れない
場合は戸別訪問で在
宅を確認）

•要支援者に支援をもと
められた場合は、本部
へ状況を報告

•戸別訪問または電話で安否情報を集計

•組内の避難状況を区長（対策本部）に報告する

•各班長からの報告をま
とめ、対策本部へ組の
状況を報告する

•道路河川課から区へ
排水機場の稼働予定
を伝達

• 避難開始（要支援者）
• 避難準備（一般住民）
•避難者は組長へ避難
先・人数を伝達

•半鐘の乱打、LINEオープンチャットで避難指示を確認したら
地区内での支援を終了し北部体育館等へ避難

消防団
•消防団本部と協議を
行い、人員確保、連絡
体制・水防資機材を
確認

•避難誘導班（隣組長）
に組内の高齢者・要支
援者の避難意向を確
認するよう指示

避難誘導班（組長）
•要支援者リストを確認
する

•組員へ避難行動を確
認（連絡を行う）

•区役員は各団体の
長・組長へ連絡

避難誘導班（民生委員）
•要支援者に対して情報
供与を行う

水防消火班（土木部）
•区長へ土木部長の居
場所を伝える

•中川原樋門・水門管理
と開閉について土木
部内で確認

救出・救護班（保健補導
員）
•一人暮らしの方、障害
者の方に大雨への警
戒を呼びかける

•要支援者の安否確認

消防団（ST４まで継続）
•団長から出動命令が
出されたら区の要請に
より行動する

•要請があった場合は
巡回

分館長
•公会堂で各班の集合
人員の把握を行い、対
策本部へ報告する

•組内へ北部体育館などへ避難するよう連絡

組長
•避難先から各自の避
難場所と連絡先を把
握し、本部へ伝達

•状況によっては消防団
長に出動要請

消防団（ST４まで継続）
•積載車により巡回
•避難啓発

土木部
•千曲川・百々川堤防水
漏れ有無確認
(消防団と協力)

•土のう積み

•高齢者の組長は避難
比較的若い組員に代行
を依頼

•組長は集めた安否情
報集計表を対策本部
へ提出する（電話連絡
可）

•各班長・役員は公会堂へ集合し、対策本部へ参加する

•給食・給水班は対策本
部員用の食事等を準
備

消防団
ステージ３の行動を継
続して実施

•避難誘導班からの報
告を受けて、区長（本
部）から消防団等へ応
援を要請

水門操作は
適宜実施する

長野県地域発元気づくり支援金活用事業


